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牧角　龍憲（大学教授） 松藤　泰典（大学特任教授）

諏佐　マリ（大学准教授） 清水　秀幸（公認会計士）

増永　弘　（弁護士）

（審議概要）

一般競争
　地方調達
 １ 地方調達発注実績について

指名競争
 ２ 抽出事案について

随意契約

回　　　　答

○委員からの 【地方調達発注実績について】

  意見・質問 　特になし

○それに対する

　回答等

【抽出事案について】

１ 「ちょうかい射撃指揮装置２型－

　 ２１Ｈ信号処理器の改修」

　 （随意契約）　（１者応募）

意　見・質　問

・加工費の上限工数はどのようにして算
定したのか。

・会社の見積もりを官側が査定した工数
である。

・具体的にどのように工数を算定したの
か。

・原価計算部門が要求元から技術的見地
の助言を得て算定している。

 １． 入札状況について（入札参加資格の設定、指名及び落札者決定の経緯等について）

　 抽 出 件 数                　 ４件

             　   ３件

             　   ０件

              　  １件

Ⅱ　契約実施機関が締結する契約（地方防衛局等が発注する建設工事等を除く。）に関する審議

審議対象期間 平成２４年　４月　１日 ～ 平成２５年　３月３１日

審議対象案件 　　　　　　　　　　　　７，２８７件

平成２５年度　入札監視委員会議事概要

開催日及び場所 平成２５年１２月１９日(木)　　福岡第２合同庁舎５階　第１会議室

委　　　  　員



回　　　　答意　見・質　問

○委員からの

  意見・質問

○それに対する

　回答等

・そのとおりである。

・そのとおりである。

・発注する側としての基準レートが必要
なのではないか。相手から提出された
レートを用いているように見受けられ
る。

・予定価格の算定に適用するレートは、
防衛省が算定したものを適用している。

・資料には当該会社の加工費率を適用し
たと記載されているが。

・防衛省が算定した当該会社の加工費率
を適用して算定しているということであ
る。

・会社によってレートが異なるのか。

・防衛省は各会社のレートを算定してい
るのか。

・そのとおりである。

・この件については工数等の確認は実施
したのか。

・当該役務の特約条項に実際価格計算書
の提出期限を平成25年12月11日としてい
ることから、今後確認することとなる。

・こういう新聞記事が出ることにより
フィードバックを今後実施するというこ
とであるがそれを実施しないと原価計算
が甘くなり過大請求されるということに
つながりかねない。それがシステムに反
映されるのか。

・システム的には今後強化していくとい
う態勢になっている。今後は、会社側に
告げずに官側が抜き打ち的にチエックす
る特約条項を付すこととなる。

・ということは内部通達か文書が出てい
るということなのか。

・いろいろチエックするときに根拠資料
を相手方から提出させるのも一つの方法
でないか。

・一連の過大請求事案を踏まえて出され
た内部通達のなかで今後契約の途中でも
チェックすることができるフロアチェッ
クを実施していくこととなった。その具
体的な方法としては中央で検討してい
る。

・発注する側として実際に要した工数を
確認できるのか。

・本件は、準確定契約であり、最終的に
当該役務で発生した費用について会社か
ら実際価格計算書を提出してもらい、工
数を含めた費用について調査し、確認す
る。



回　　　　答意　見・質　問

○委員からの

  意見・質問

○それに対する

　回答等

・新聞報道によると海上保安庁は作業の
実態を把握しておらず、業者のデーター
をそのまま用いていたらしいが、海上自
衛隊においてはそのようなことはないの
か。

・原価監査等を行い、そのようなことが
ないように努めている。
　なお、一連の過大請求を踏まえて出さ
れた内部通達のなかで原価監査等の強化
も盛込まれている。

・海上自衛隊は業務の特殊性にこだわっ
ているのではないか。本案件については
配線工事等の類に該当し競争性があるの
ではないか。業務の特殊性を正面にだし
ているから応札者がいないのではない
か。セキュリテイのやり方を変えれば一
般の会社も応札が可能ではないか。部品
についても官側から供給することで対応
可能ではないのか。

・本案件の契約相手方は、製造メーカーと技
術提携を結んでおり、詳細図面を有すると共
に改修作業のためのノウハウを有している。
　官側は、細部にわたる全ての詳細図面を保
有しておらず、製造メーカーも全ての詳細図
面及びノウハウを一般に提供すると、ノウハウ
を含む技術情報が流出するため技術提携先
にのみ提供している。
　本案件では、製造メーカーと技術提携を結
んでいる契約相手方が応募してきたものと思
われる。

・工数については地方で、レートについ
ては中央で算定ということなのか、工数
についても中央で決めているということ
なのか。

・工数については地方で算定している。
レートについては、中央にて算定された
数値をそのまま適用している。

・実績があるのならやみくもに算定する
のではなく実績に基づき平均値を用いて
算定すべきではないか。

・要求元として会社の見積もりに対して
技術的見地から支援することもある。今
回と同様の改修は、１０数隻目であり、
総合的に勘案している。

・それは原価計算部門が実施することで
はないか。

・原価計算部門から技術的な見地からの
見解について問い合わせがあった場合
は、要求元として基礎的な支援を行って
いる。

・随意契約の場合はなるべく２者以上か
ら見積もりを徴収する必要があると思う
が本案件についてはレートが算定されて
いるため１者からの見積もりなのか。

・公募の結果によるものである。２者以
上の応募があれば２者以上から徴収可能
であるが本案件については１者の応募し
かなかったため１者から徴収している。

・レートの算定において地方で査定する
部分というのはあるのか。

・中央にて算定されたレートをそのまま
適用している。

・ではさきほどの上限工数についてはど
のように算定されたのか。

・会社の工数をそのまま用いているわけ
ではない。要求元から技術的見地の助言
を得て工数を算定している。



回　　　　答意　見・質　問

○委員からの

  意見・質問

○それに対する

　回答等

・等級の誤りに気付いたためである。

　 （一般競争）　（複数者応札）

・２者応札して、落札業者がもう1者の半
値近くの額であるがなぜこんなに差があ
るのか。

・落札業者が製造メーカーであったため
金額を低く抑えられたものではないかと
思われる。

・過去の実績はどうなのか。毎年、今回
応札した業者が実施しているのか

・ここ数年は今回応札した業者が実施し
ている。

・入札公告を２日後に変更した理由は何
か。

３ 「天井走行クレーン防爆形５Ｔ」

・３ｔを５ｔに換装しているが支柱部分
の補強工事は必要ないのか。

・換装前に支柱部分の調査を実施したが
５ｔに対応できる強度であった。

２「佐世保地区港用品整備」

　 （一般競争）　（１者応札）

・１者応札となった理由は何か。 ・一般競争入札ということで、全省庁統
一資格の等級の上限と下限を広げてＤ等
級以上とし、入札公告期間を２０日とっ
ていたが結果的に１者応札となった。

・調査の頻度はどれくらいか。 ・自衛隊の規則に基づき年２回調査して
いる。調査については部隊が実施し、結
果に基づき整備を実施している。

・入札監視委員会としては、「上限工
数」の積算、「契約の履行確認及び契約
方法」の妥当性について確認させていた
だきたい。

・本件については、別途報告する。



回　　　　答意　見・質　問

○委員からの

  意見・質問

○それに対する

　回答等

４ 「鉄くず等の売払」

　 （一般競争）　（複数者応札）

・契約相手方は、宮崎県内の業者である
が、入札に参加した他の２者は、どこか
ら参加した業者なのか。

・入札に参加した他の２者は、宮崎県内
及び鹿児島市内の業者である。

・入札を「辞退」した業者は、なぜ、入
札に参加したのか。

・入札参加があった３者の内、金額提示
のない「辞退」の入札を行った２者に後
日聞き取り調査を行ったところ、１者は
本契約と同時期に他の地方公共団体(県が
事業する)の入札案件を落札していたため
本契約の請負が不可能と判断し、１者は
入札説明会時に現場確認をした上で検討
した結果、請負が不可能と判断したもの
の、２者ともに入札日当日まで金額提示
の決断がつかなかったと聞いている。

・本契約と同種の入札には、毎回異なる
業者が参加しているのか、それとも同じ
参加業者なのか。

・今回と異なる業者が参加した入札案件
もある。本契約の入札参加業者の内、２
者は、前回の同種の入札にも参加してい
る。

・落札業者は東京の製造メーカーである
が本案件の入札をどのようにして知った
のか。

・インターネットと長崎県内の自衛隊基
地に入札公告しており、公告期間も３０
日とっていたため確認することができた
のではないかと思われる。

・今後も製造メーカーが参入できれば安
価で契約できると思われるが製造メー
カーが参入できる態勢をとれないか。

・一般競争であり、物によっては製造
メーカーが参入できたり、できなかった
りする。


